
         

東

京

都

北

区

会

計

事

務

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。 

   
 

令

和

七

年

十

一

月

五

日

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

東

京

都

北

区

長

 
 

山

 

田

 

加

 

奈

 

子

 

   



東

京

都

北

区

規

則

第

七

十

九

号

 

 
 

 

東

京

都

北

区

会

計

事

務

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

 

東

京

都

北

区

会

計

事

務

規

則

（

昭

和

三

十

九

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

別

表

ス

ペ

ー

ス

ゆ

う

所

長

の

項

の

次

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。 

 
 

付

 

則

 

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。 

危

機

管

理

室

生

活

安

全

担

当

課

長

付

生

活

安

全

担

当

主

査 

生

活

安

全

担

当

主

査

付

係

員 

生

活

安

全

担

当

課

長

に

お

け

る

徴

収

金 
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東

京

都

北

区

障

害

者

の

日

常

生

活

及

び

社

会

生

活

を

総

合

的

に

支

援

す

る

た

め

の

法

律

施

行

細

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 

   
 

令

和

七

年

十

一

月

五

日

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

東

京

都

北

区

長

 
 

山

 

田

 

加

 

奈

 

子

 
 

 
 

 

 



東

京

都

北

区

規

則

第

八

十

号

 

 
 

 

東

京

都

北

区

障

害

者

の

日

常

生

活

及

び

社

会

生

活

を

総

合

的

に

支

援

す

る

た

め

の

法

律

施

 
 

 
行

細

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

 

東

京

都

北

区

障

害

者

の

日

常

生

活

及

び

社

会

生

活

を

総

合

的

に

支

援

す

る

た

め

の

法

律

施

行

細

則

（

平

成

十

八

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

六

十

四

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 
 

 

 

 
 

別

記

第

一

号

様

式

 
（ 表 ）  

 

中

 

  

「

 

」

 

 

を

 

 

  

「

 

」

 

 

に

改

め

、

同

様

式

 

 

（ 裏 ）  

中「
８

０
万

」
 

を

「
８

０
万

９
千

円
」

 
に

改

め

る

。
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付

 

則

 

 

（

施

行

期

日

）

 

１

 

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。
 

 

（

経

過

措

置

）

 

２

 

こ

の

規

則

の

施

行

の

際

、

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

前

の

東

京

都

北

区

障

害

者

の

日

常

生

活

及

び

社

会

生

活

を

総

合

的

に

支

援

す

る

た

め

の

法

律

施

行

細

則

別

記

第

一

号

様

式

、

第

五

号

様

式

別

記

第

五

号

様

式

 

（ 表 ）  

 

中

 

  

「

 

」

 

 

を

 

 

  

「

 

」

 

 

に

改

め

、

同

様

式

 

 

（ 裏 ）  

中「
８

０
万

」
 

を

「
８

０
万

９
千

円
」

 

に

改

め

る

。

 

別

記

第

十

四

号

様

式

の

二

中

 
「

８
０

万
円

」
 

を

「
８

０
万

９
千

円
」

 

に

改

め

る

。
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及

び

第

十

四

号

様

式

の

二

の

規

定

に

よ

り

調

製

し

た

用

紙

で

、

現

に

残

存

す

る

も

の

に

つ

い

て

は

、

所

要

の

修

正

を

加

え

、

な

お

使

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

。
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東

京

都

北

区

自

転

車

の

放

置

防

止

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 

  

令

和

七

年

十

一

月

十

一

日

 

  

東

京

都

北

区

長
 

 

山

 

田

 

加

 

奈

 

子

 



東

京

都

北

区

規

則

第

八

十

一

号

 

東

京

都

北

区

自

転

車

の

放

置

防

止

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 
東

京

都

北

区

自

転

車

の

放

置

防

止

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

昭

和

五

十

九

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

六

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

第

三

条

第

三

項

及

び

第

四

条

第

一

項

中

「

立

看

板

を

設

置

し

て

」

を

「

貼

り

紙

、

立

看

板

等

を

掲

示

し

て

」

に

改

め

る

。

 

第

五

条

第

一

項

中

「

一

に

」

を

「

い

ず

れ

か

に

」

に

改

め

、

同

項

中

第

四

号

を

第

五

号

と

し

、

第

三

号

を

第

四

号

と

し

、

第

二

号

の

次

に

次

の

一

号

を

加

え

る

。

 

三

 

学

校

教

育

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

二

十

六

号

）

第

一

条

に

規

定

す

る

幼

稚

園

又

は

就

学

前

の

子

ど

も

に

関

す

る

教

育

、

保

育

等

の

総

合

的

な

提

供

の

推

進

に

関

す

る

法

律

（

平

成

十

八

年

法

律

第

七

十

七

号

）

第

二

条

第

五

項

に

規

定

す

る

保

育

所

等

若

し

く

は

同

条

第

六

項

に

規

定

す

る

認

定

こ

ど

も

園

へ

の

送

迎

を

行

う

者

 

第

五

条

第

二

項

中

「

ま

ず

」

及

び

「

を

優

先

し

、

つ

い

で

区

民

又

は

区

民

で

な

い

者

の

中

で

住

居

又

は

勤

務

先

と

駅

と

の

距

離

に

差

異

が

あ

る

場

合

は

、

そ

の

距

離

が

離

れ

て

い

る

者

」

を

削

り

、

同

条

中

第

三

項

を

第

四

項

と

し

、

第

二

項

の

次

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

 

３

 

前

項

に

定

め

る

順

序

に

よ

つ

て

も

な

お

利

用

登

録

者

を

決

定

で

き

な

い

と

き

は

、

同

順

位

者

の

中

か

ら

抽

選

に

よ

り

、

利

用

登

録

の

順

序

を

決

定

す

る

も

の

と

す

る

。

 

 

別

記

第

四

号

様

式

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。
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第４号様式（第６条関係） 

（表）                                申請日    年  月  日 

 

指定自転車置場利用登録申請書                

 

   東京都北区長 殿 

申請者  住 所                    

 

氏 名                    

 

電 話    （    ）          

 

下記のとおり指定自転車置場の利用登録を申請します。 

 

記 

 

利 用 者 

住 所 

〒 

□申請者と同じ 
 
 

フリガナ  生年月日 
 

 年   月   日 （   歳） 
 

利 用 者 

氏 名 

□申請者と同じ 
 
 
 

電  話 
□申請者と同じ 
 
 
 

指定自転車置場

※希望する置場

一箇所にチェッ

クをしてくださ

い。 

 

□ 希望する指定自転車置場が利用できない場合、同一指定自転車置場の別エリアへの振替を希望する。 
（例：駒込A→駒込B） 

北区に住民登録がある。 
（有・無どちらかに〇を付ける。） 有・無 

運転免許証、マイナンバーカード等住所が確認できる書
類等の写しを添付 ※詳細裏面注意事項参照 

利用目的 

通勤・通学・保育送迎・その他 
 
※保育送迎の場合、在園証明書等、
保育施設の利用を確認できる書類
の写しを添付 

目的地名称  

所在地  

防犯登録番号  

 

※以下に該当する場合は、該当番号に〇を付け、“登録手数料減額・免除申請書”及び証明書類等の写しを必ず

添付してください。 

１ 
身体に障害があり歩

行が困難 
障害者手帳の障害名が確認できるページの写しを添付 

２ 生活保護受給者 受給者証等、受給を確認できる書類の写しを添付 

３ 年齢が65歳以上 運転免許証、マイナンバーカード等、生年月日が確認できる書類等の写しを添付  

４ 児童扶養手当受給者 児童扶養手当証書等、受給を確認できる書類の写しを添付 
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（裏） 

（注意事項） 
 

 

１．申請状況により、ご希望の指定自転車置場が利用できない場合があります。 

 

２．利用登録により指定自転車置場を利用できる自転車は１人１台です。２台以上利用することはできません。 

 

３．申請内容及び添付書類に不備不足がある場合、確認のためご連絡させていただくことがあります。 

※減額又は免除の添付書類等が不足していて確認が取れない場合、登録手数料の減額又は免除ができません。 

申請内容に不備があり補正ができない場合及び申請内容に虚偽がある場合、申請は無効になります。 

 

４．登録手数料について、北区民の場合4,110円・北区民以外の場合8,220円となります。 

※北区民の方であっても、現住所を確認する添付書類が不足している場合、北区民以外の登録手数料が適用

されます。 

 

５．申請内容の変更又は申請の取消しをする場合は、速やかにご連絡ください。 

※申請期間を過ぎた後は、申請内容を変更できません。 
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別

記

第

五

号

様

式

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。
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第５号様式（第６条関係） 

 第    号 
年 月 日  

 
〒        
 
         様 
 

東京都北区長    印  
 

指定自転車置場利用登録決定通知書 

先に申請のあった指定自転車置場利用登録について、審査の結果、登録決定したので通
知します。 

なお、同封の納入通知書により登録手数料を期限までに納入してください。期限までに
納入がない場合は登録を取り消します。 

登録手数料の納付後、利用登録証（ステッカー）の交付を指定の窓口で受けてください。 
利用登録証は、必ず利用自転車に貼付してください。 
 

 
記 

１．登録手数料について 

登 録 手 数 料  

納 入 期 限       年   月   日 

納 め る と こ ろ 

北区指定金融機関 
北区公金収納取扱店（銀行、信用金庫、信用組合） 
東京都及び関東各県内のゆうちょ銀行・郵便局 
北区役所会計課出納係 
北区役所赤羽・滝野川区民事務所 

２．指定自転車置場について 

利用できる置場 指 定 自 転 車 置 場    

登 録 番 号  

有 効 期 間     年  月  日 〜     年  月  日 

〔注〕利用を辞退する場合は、本書類（決定通知書）をご返送ください。 
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付

 

則

 

 
（

施

行

期

日

）

 

１

 

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

 

（

経

過

措

置

）

 

２

 

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

後

の

東

京

都

北

区

自

転

車

の

放

置

防

止

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

第

五

条

第

一

項

か

ら

第

三

項

ま

で

の

規

定

は

、

令

和

八

年

四

月

一

日

以

後

の

指

定

自

転

車

置

場

の

利

用

に

係

る

利

用

登

録

の

資

格

及

び

順

序

に

つ

い

て

適

用

し

、

同

日

前

の

も

の

に

係

る

利

用

登

録

の

資

格

及

び

順

序

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。

 

３

 

こ

の

規

則

の

施

行

の

際

、

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

前

の

東

京

都

北

区

自

転

車

の

放

置

防

止

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

別

記

第

四

号

様

式

及

び

第

五

号

様

式

の

規

定

に

よ

り

、

調

製

し

た

用

紙

で

現

に

残

存

す

る

も

の

に

つ

い

て

は

、

所

要

の

修

正

を

加

え

、

な

お

使

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

。
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東

京

都

北

区

家

庭

的

保

育

事

業

等

の

設

備

及

び

運

営

に

関

す

る

基

準

を

定

め

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 

  

令

和

七

年

十

一

月

十

三

日

 

  

東

京

都

北

区

長
 

 

山

 

田

 

加

 

奈

 

子

 



東

京

都

北

区

規

則

第

八

十

二

号

 

 
 

 

東

京

都

北

区

家

庭

的

保

育

事

業

等

の

設

備

及

び

運

営

に

関

す

る

基

準

を

定

め

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

東

京

都

北

区

家

庭

的

保

育

事

業

等

の

設

備

及

び

運

営

に

関

す

る

基

準

を

定

め

る

条

例

施

行

規

則

（

平

成

二

十

六

年

九

月

東

京

都

北

区

規

則

第

三

十

八

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

七

条

第

三

項

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

３

 

家

庭

的

保

育

事

業

者

等

は

、

前

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

次

の

表

の

上

欄

に

掲

げ

る

健

康

診

断

又

は

健

康

診

査

（

母

子

保

健

法

（

昭

和

四

十

年

法

律

第

百

四

十

一

号

）

第

十

二

条

又

は

第

十

三

条

に

規

定

す

る

健

康

診

査

を

い

う

。

同

表

に

お

い

て

同

じ

。

）

（

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

「

健

康

診

断

等

」

と

い

う

。

）

が

行

わ

れ

た

場

合

で

あ

っ

て

、

当

該

健

康

診

断

等

が

そ

れ

ぞ

れ

同

表

の

下

欄

に

掲

げ

る

健

康

診

断

の

全

部

又

は

一

部

に

相

当

す

る

と

認

め

ら

れ

る

と

き

は

、

同

欄

に

掲

げ

る

健

康

診

断

の

全

部

又

は

一

部

を

行

わ

な

い

こ

と

が

で

き

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

家

庭

的

保

育

事

業

者

等

は

、

そ

れ

ぞ

れ

同

表

の

上

欄

に

掲

げ

る

健

康

診

断

等

の

結

果

を

把

握

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。
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付

 

則

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

八

年

二

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

乳

幼

児

に

対

す

る

健

康

診

査

 

児

童

相

談

所

等

に

お

け

る

乳

児

又

は

幼

児

（

以

下

「

乳

幼

児

」

と

い

う

。

）

の

利

用

開

始

前

の

健

康

診

断
 

利

用

開

始

時

の

健

康

診

断

、

定

期

の

健

康

診

断

又

は

臨

時

の

健

康

診

断

 

利

用

乳

幼

児

に

対

す

る

利

用

開

始

時

の

健

康

診

断
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東

京

都

北

区

マ

ン

シ

ョ

ン

の

管

理

の

適

正

化

の

推

進

に

関

す

る

法

律

施

行

細

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 

  

令

和

七

年

十

一

月

二

十

七

日

 

  

東

京

都

北

区

長
 

 

山

 

田

 

加

 

奈

 

子

 



東

京

都

北

区

規

則

第

八

十

三

号

 

東

京

都

北

区

マ

ン

シ

ョ

ン

の

管

理

の

適

正

化

の

推

進

に

関

す

る

法

律

施

行

細

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

東

京

都

北

区

マ

ン

シ

ョ

ン

の

管

理

の

適

正

化

の

推

進

に

関

す

る

法

律

施

行

細

則

（

令

和

五

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

十

七

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

第

三

条

中

「

第

五

条

の

三

第

一

項

」

を

「

第

五

条

の

十

三

第

一

項

」

に

改

め

る

。

 

 

第

五

条

中

「

第

一

条

の

二

第

一

項

」

を

「

第

一

条

の

八

第

一

項

」

に

改

め

る

。

 

 

第

六

条

中

「

第

五

条

の

三

第

一

項

」

を

「

第

五

条

の

十

三

第

一

項

」

に

、

「

第

五

条

の

六

第

二

項

」

を

「

第

五

条

の

十

六

第

二

項

」

に

、

「

第

五

条

の

七

第

一

項

」

を

「

第

五

条

の

十

七

第

一

項

」

に

、

「

第

五

条

の

四

」

を

「

第

五

条

の

十

四

」

に

、

「

第

五

条

の

七

第

二

項

」

を

「

第

五

条

の

十

七

第

二

項

」

に

改

め

る

。

 

 

第

七

条

中

「

第

五

条

の

四

」

を

「

第

五

条

の

十

四

」

に

改

め

る

。

 

 

第

八

条

第

一

項

中

「

第

五

条

の

八

」

を

「

第

五

条

の

十

八

」

に

改

め

る

。

 

 

第

九

条

中

「

第

五

条

の

九

」

を

「

第

五

条

の

十

九

」

に

改

め

る

。

 

 

第

十

条

中

「

第

五

条

の

十

第

一

項

第

二

号

」

を

「

第

五

条

の

二

十

第

一

項

第

二

号

」

に

、

「

第

一

条

の

八

」

を

「

第

一

条

の

十

四

」

に

、

「

第

一

条

の

十

一

」

を

「

第

一

条

の

十

七

」

に

改

め

る

。

 

 

第

十

一

条

中

「

第

五

条

の

十

第

二

項

」

を

「

第

五

条

の

二

十

第

二

項

」

に

改

め

る

。
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第

十

二

条

中

「

第

五

条

の

三

第

一

項

」

を

「

第

五

条

の

十

三

第

一

項

」

に

改

め

る

。

 

 
別

記

第

二

号

様

式

中

「

 
 

 
 

 

」

を

「

 
 

 
 

 
 

」

に

、

「

 
 

 
 

 
 

 
 

」

を

「

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」

に

、

「

 
 

 
 

 
 

 
 

」

を

「

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」

に

改

め

る

。

 

 

別

記

第

三

号

様

式

及

び

第

四

号

様

式

中

「

 
 

 
 

 

」

を

「

 
 

 
 

 
 

」

に

改

め

る

。

 

 

別

記

第

五

号

様

式

中

「
 

 
 

 
 

」

を

「

 
 

 
 

 
 

」

に

改

め

る

。

 

 

別

記

第

七

号

様

式

中

「

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」

を

「

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」

に

改

め

る

。

 

 
 

 

付

 

則

 

 

（

施

行

期

日

）

 

１

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

七

年

十

一

月

二

十

八

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

 

（

経

過

措

置

）

 

２

 

こ

の

規

則

の

施

行

の

際

、

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

前

の

東

京

都

北

区

マ

ン

シ

ョ

ン

の

管

理

の

適

正

化

の

推

進

に

関

す

る

法

律

施

行

細

則

別

記

第

二

号

様

式

か

ら

第

五

号

様

式

ま

で

及

び

第

七

号

様

式

の

規

定

に

よ

り

調

製

し

た

用

紙

で

現

に

残

存

す

る

も

の

に

つ

い

て

は

、

所

要

の

修

正

を

加

え

、

な

お

使

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

第
５

条
の

４
 

 
 

第
５

条
の

１
４

 
 

 
 

第
５

条
の

６
第

２
項

 

第
５

条
の

１
６

第
２

項
 

 
 

 
第

５
条

の
７

第
２

項
 

 
 

第
５

条
の

１
７

第
２

項
 

第
５

条
の

８
 

 
 

第
５

条
の

１
８

 
 

 
 

 

第
５

条
の

９
 

 
 

第
５

条
の

１
９

 
 

 
 

 

第
５

条
の

１
０

第
１

項
 

 
 

第
５

条
の

２
０

第
１

項
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東

京

都

北

区

長

の

権

限

に

属

す

る

事

務

の

補

助

執

行

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 

   
 

令

和

七

年

十

一

月

二

十

八

日

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

東

京

都

北

区

長
 

 

山

 

田

 

加

 

奈

 

子

 

 



東

京

都

北

区

規

則

第

八

十

四

号

 

 
 

 

東

京

都

北

区

長

の

権

限

に

属

す

る

事

務

の

補

助

執

行

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

 

東

京

都

北

区

長

の

権

限

に

属

す

る

事

務

の

補

助

執

行

に

関

す

る

規

則

（

平

成

二

十

八

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

十

九

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

二

条

に

次

の

一

号

を

加

え

る

。

 

五

 

学

校

給

食

費

に

関

す

る

こ

と

。

 

 
 

 

付

 

則

 

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

八

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。
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